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国有林材の素材区分等の簡素化案についての意見の募集の結果について

平成２１年３月１８日

北 海 道 森 林 管 理 局

国有林材の素材区分等の簡素化に当たって、平成２０年１２月１０日から平成２１年

１月９日までの期間、その簡素化案について北海道森林管理局ホームページに掲載する

こと等を通じて、広く国民等から意見を募集するパブリック・コメントを実施したとこ

ろです。

その結果、募集期間において、当該簡素化案に対して合計３９件のご意見が寄せられ

ました。これらのご意見に対する北海道森林管理局の考え方を別紙のとおり取りまとめ

ましたので、ご報告します。

なお、お寄せいただいたご意見等を考慮した結果、本簡素化案は以下のとおりとしま

す。

・素材区分の簡素化については、現行の３区分（一般材、低質材、原料材）に加え、

一般材と低質材を合わせた物件（統合材）を導入します。

・等級区分の簡素化については、現案とおりとします。

問い合わせ先

北海道森林管理局 森林整備部
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担当：企画官（販売戦略）
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国有林材の素材区分等の簡素化案についての意見等に対する考え方

１．国有林材の素材区分等の簡素化案についての意見
（１）簡素化案全般に関する意見
事　　　項 意見等の概要 件数 意見に対する考え方

伝統工芸等木工
業者への考慮

　簡素化にあたっては、楽器、経木、クラフト、割り箸等木工業者のことも考慮する必要が
ある。

1 　伝統工芸等の素材となるアカエゾマツ等天然林材は椪を別とすることから、人工林材と
混じることはありません。

（２）素材区分の簡素化に関する意見
事　　　項 意見等の概要 件数 意見に対する考え方

素材区分の簡素
化

　改正案に賛成あるいはやむを得ないと思う。 5 　改正案に対しご理解をいただき、感謝申し上げます。

　簡素化案になると素材選別土場の確保、選別経費、不必要な原木の転売や輸送費の掛
かり増しとなり、原木生産コストは下がっても製材工場側コストは上がる。これ以上、製材
工場側のコストアップにつながる見直しはせず、従来どおりの素材区分を希望する。

　自社で必要な素材物件には原材料、製材等コスト、販売価格と市場原理を反映させた競
争入札が可能となりますが、素材区分がなくなれば自社で必要のない原木も同時に購入
せざるを得ず、市場競争原理が働きづらくなります。まして今年の新築着工戸数は昨年よ
り減少し、輸出産業も振るわず、建築資材、梱包資材とも需要の大幅減が見込まれ、工場
も更なる経営努力をしなければならない状況にありますので、現行どおりの素材区分を強
く求めます。

　素材需要者のニーズに応じた素材区分を優先し、その次に素材生産労働安全衛生、環
境保全、素材生産コストダウンとなるのが望ましいと思う。

・簡素化案は、パルプ材か否かの二者択一の選木基準が適用されると理解します。この選
木基準には、建築材・仮設材・梱包材・集成材・合板材等の多様な需要をひとつの枠の中
に収め、ひとつの価格へ収縮する危険をはらんでいることから、製材工場等需要者にとっ
てどのような素材区分・等級区分・径級区分が最適なのか、簡素化案の性急な実施は避
け、充分な市場調査と対応できる体制の整備をお願いする。
・原木利用は、２０㎝上トド・エゾマツは無垢材利用が大半を占め、２０㎝上カラマツ及び２０
㎝上トドマツ低質材は合板、２０㎝下カラマツ及び１４㎝上トドマツ、１８㎝下トドマツ低質材
は羽柄材、梱包材を主流に利用されており、中小規模の工場が各地域に分散し、それぞ
れの工場でつくる製品も異なれば、利用する原木も異なる実態にあります。また、来る住宅
瑕疵担保履行法を見据えれば製品の品質管理のための原木利用も変化することからも、
現行どおりの素材区分を強く求めます。資本力ある者ばかりではなく、中小ながらも堅実
に経営努力をしている工場等の健全な事業活動の維持も考えて欲しい。

・径級区分ごとの椪づくりは、特別な希望がない限りその必要性はないと思う。
・素材生産業の立場からみると、椪づくりが径級区分ごとになれば口数が増え、土場敷が
より必要になると思われ、素材生産性の向上等の妨げとならないか。

製材工場側の選
別等経費の増大

10 ・工場における素材選別は、今後の製材工場に必要不可欠であるものと考えており、素材
区分の簡素化後の入札においては、入札者は各工場の実情に応じて選別経費や輸送経
費等の掛かり増しとなる分を差し引いて応札するものと考えていること。
・素材区分の簡素化により、これまで工場で使用していなかった素材も入札物件（椪）に含
まれることが想定されますが、一つの物件（椪）に応札する者は拡大するものと考えてお
り、市場競争原理が働きづらくなるということはないものと考えていること。
・素材選別については、利用者である製材工場等が行った方がより適切な対応ができるの
ではないかと考えていること。
・今後の針葉樹一般材の椪づくりは、例えば、「３０㎝上の椪」、「２０～２８㎝の椪」、「１４－
１８㎝の椪」、「１３㎝下の椪」等径級区分で行うことを基本に考えており、これは素材需要
者のニーズに対応するものと考えていること。
・製品の品質管理等から素材利用が変化することが想定されるのであれば、利用者が選
別する方向に改正した方が合理的であると考えていること。
・今後の針葉樹一般材の椪づくりは大まかな径級区分ごとに行うことを基本に考えており、
２㎝刻みの径級区分ごとに椪をつくることは考えていないこと。上述の例にも示したとおり
「２０～２８㎝」のような椪づくりを考えており、これまでもこのような区分で実施していること
から、口数（椪数）が増えるものとは考えていないこと。
　等の理由により、素材区分の簡素化を進める必要があると考えます。しかしながら、お寄
せいただいた意見等を考慮し、今回の素材区分の簡素化は、現行の３区分（一般材、低質
材、原料材）に加え、一般材と低質材を合わせた物件（統合材）を導入することとします。
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パルプ材区分 　パルプ材区分をつくって欲しい。 1 　利用用途は需要者が決めるものと考えており、現行の原料材区分にパルプ材も包含さ
れていることから、現行どおりとします。

低質材区分 　径級１８㎝以下の低質材は、製材歩留まりが低いことなどから一般材込ではなく、原料材
として欲しい。また２０㎝以上の低質材は、利用できる部分が７０％以上のものを一般材込
として欲しい。また、１３㎝以下の一般材は原料材区分として欲しい。

1 　原料材は「利用不能体積が５０％以上を占めるもの」という素材のＪＡＳの規格外の考え
をもとに区分していることから、変更する考えはありません。

素材システム販
売との関係

　簡素化案になると工場が必要としない原木も協定数量に含まれることとなり、これは流
通・加工の合理化、製品の品質管理、高付加価値化等を選定条件とするシステム販売の
趣旨から逸脱しないか。

1 　素材区分の簡素化は、国産材の利用拡大に向けた生産・流通・加工の構造改革に資す
るものと考えており、これはシステム販売の実施趣旨に該当します。

（３）等級区分の簡素化に関する意見
事　　　項 意見等の概要 件数 意見に対する考え方

ニーズに応じた
等級区分による
巻き立て

　天然林材が減少し、伝統工芸等木工原木入手が困難になってきている。今後、代替が見
込まれる人工補正林等３０㎝上原木に、現行、低質材扱いのⅣ等材が一般材扱いされる
ことにより、原木入手が更に困難になると考えられる。また、針葉樹Ⅰ、Ⅱ等材や元玉は
他の材と別に巻き立てる等の措置をすべきである。

1

等級などの物件
データの提示等

・等級区分が簡素化されることはやむを得ないと思うが、Ｂ材やⅣ等材の込椪に占める数
量または比率を表示して欲しい。
・素材購入者は、販売者側から示される椪積みの径級や等級のデータと現物を見て入札
価格算定を行っている。また、ＪＡＳ規格の普及指導の観点からも径級と等級のデータを事
前に提示して欲しい。
・低質材を含む「一般材込」の椪を巻き立てる場合は、３０㎝上ⅢＢや低質材の木口にスプ
レーで印をつけたらどうか。印があれば物件明細で分けなくても良いと思う。

5

等級区分の簡素
化

　当地域は人工林の間伐材のみであり改正案に賛成。 1 　改正案に対しご理解をいただき、感謝申し上げます。

・伝統工芸等の素材となるアカエゾマツ等天然林材は椪を別とすることから、人工林材と混
じることはないこと。
・これまでの実績では、２８㎝下のＢ材の素材生産比率が３５％程度、３０㎝上でⅢ等材と
Ⅲ等Ｂ材で１００％となっていることを踏まえれば、等級を付けないことが購入者の価格算
定に利害を及ぼすことはないものと考えていること。
・これまでの一般材、例えば２０～２８㎝の椪は「込、込Ｂ」が混ざった状態となっているこ
と。
の理由により、等級区分の簡素化については、原案どおりとします。
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（４）その他の意見
事　　　項 意見等の概要 件数 意見に対する考え方

径級区分の見直
し

　径級区分の価格差が大きいのは、芯去りの柱が取れるかであるので、２０㎝上の径級区
分は「２０，２２，２４込」、「２６，２８，３０込」、「３２～３８込」、「４０上込」とした方が良いと考
える。

1 　椪を巻き立てるときの径級区分を検討した方が良いとの意見であると考えますが、今後
の椪づくりの参考とさせていただきます。

日本農林規格と
の整合性

　素材や製品の日本農林規格との整合性はどうなるのか。 2 　素材の径や長さの寸法、材積、欠点の測定方法は、素材のＪＡＳに基づき行うことに変わ
りはありませんが、括り方を見直すという考え方です。

道産材の競争力
の確保

　簡素化案の趣旨にある「道産材の競争力の確保」とは何か。 1 　今後、重点的に取り組まなければならない方向のひとつとして、量産による製材品のコス
ト削減で外国製品等との競争に対抗し得るものづくりがあると考えております。
　このなかには、素材供給側での低コスト作業システムの構築や木材安定供給等の取組
があるとともに、素材需要側での寸法精度や強度等品質性能の明確で多様な製品づくり
や加工コストの低減化の取組があると考えており、このような取組を推進していくことが、
道産材の競争力の確保に資するものと考えております。

意見交換会、研
修会の開催等

　作業現場における素材区分評定の目合わせの研修会や、製材工場等需要者側との意
見交換会などの開催を検討して欲しい。

5 　適宜、開催することを含めて検討して参る考えでおります。

売り払い明細書
への表示

　売り払い明細書については、毎木の明細表示をして欲しい。 1 　より詳細な明細については、今後、検討とします。

２．その他（国有林材の素材区分等の簡素化案以外）の意見
事　　　項 意見等の概要（項目のみ） 件数 意見に対する考え方

素材生産コスト ・素材生産コスト低減による請負生産費の産地別地域格差が拡大するのではないか。
・素材生産コスト低減を図るならば、素材検知と素材生産の請負事業を一体として発注し
たらどうか。

2 　今回の改正により、素材生産の地域格差が拡大するとは想定していませんが、今後、素
材区分の見直しの趣旨を踏まえた素材生産に努めて参りたいと考えております。
　また、素材生産の請負事業については、コスト縮減に向け、総合的に検討して参りたいと
考えております。

素材検知 　簡素化案になると、現行、層積検知で行っていたものを毎木検知することとなることから、
検知経費の増加とならないか。

1 　等級区分の寸面標示の軽減効果等素材生産に係るトータルコストの低減化に資するも
のと考えております。
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